
西粟倉村農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年５月２４日（木） 午後７：００ ～  

 

２．開催場所 役場２階 第１会議室 

 

３．出席委員（１２人） 

 

     委 員     草刈弘幸 

             上山光重 

      神原秀吾 

  萩原眞壽雄 

  井上誠 

  髙木宣美 

  小椋義宣 

  春名義昭 

        春名昌美 

        青木英隆 

        新田 茂 

 

      

欠席者   野々上良弘 

 

４．議事日程 

 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 協議事項 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

及び平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画に 

ついて 

 

５．農業委員会事務局職員 

 

事務局長   上山 隆浩 

事務員    藤川 達也 

 

事務局 

それでは失礼します。５月の農業委員会を開始させて頂きたいとます。本日野々上委員

がご欠席と言う連絡が入ってますのでよろしくお願いします。それでは会長よろしくお願

いします。 

 

会長 

皆さんこんばんは。だいたい田植えも終わっている所でしょうか。まだの所もあるので

しょうか。 

 

委員 



おわりました。 

 

委員 

はい。これでだいたい西粟倉の田植えの方は片付いたかと。 

 

委員 

もう１人おる。 

 

会長 

もう１人、あーまーそういう形で残っている方もありますが、これからは、取りに向け

ての非常に慌ただしい草刈りとかあるのでしょうけど！ケガのないように農作業の方を頑

張ってください。それと、先週の日曜日でしたか NHK の番組で人口減が激しくなって労働

人口が減って居る。そういうことについて NHK スペシャルの放送しましたが、その中で美

作市が題材の中で典型的な日本を象徴しているのが美作市だというような事を言われてま

した。そういうことでこれから先の西粟倉村の農も同じように労働力が不作と言う形が出

来てくる点でもあります。そういうことについても、これからの我々の仕事も考えて行か

なければいかない。土地を守って行くための事として、作業、活動をしてもらわなければ

ならないと思います。そういうことも前もって将来を見据えて農業の方をやっていこうと

おもいます。以上です。そういうことで今日の議題につきましては，協議事項にはいって

いただいてやっていこうと思います。それでは、事務局の方から。 

 

事務局 

はい。それでは協議事項に移らせて頂きます。報告事項の方から進めさせて頂きます。 

失礼します。協議事項 平成２９年度の目標及び達成に向けた活動点検評価、および平

成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画の説明をさせていただきます。 

 

１ページ目については法令事務に関する点検、農業委員会を開催している、公開である旨

を周知しているか等、また議事録を録って公表しているか等について書かれています。 

 

２ページ目からは平成２９年度中に事務局で受けた案件についてです。 

２番の農地法第３条・所有権移転については去年は８件受け、許可をしました。（２）農地

転用に関しましては、資料では処理件数３となっていますが、５件の誤りとなりますので

修正ください。 

 

３ページ、括弧の４番で１１件とあがっているのが利用権の件数になっています。 

（下段、調査対象権利移動等件数は１１件の誤りです） 

 

４ページ 

 

５ページに行きまして遊休農地についてですが、農地面積１５７ha に対して１．８２ha の

遊休農地があり、全体に占める割合としては１．１６％となります。 

 

７ページからは担い手に関することになります。 

９ページについては担い手の集積面積や集積率等の実績となっております。 

（マイナスになっているのは、担い手（認定農業者）から延東さんが抜けたため） 

 



１０ページについては違反転用等は平成２９年度は無かったということになっています。 

 

続いて、平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画について説明させていただき

ます。 

 

１１ページについては遊休農地に関することです。 

西粟倉村内で１５７ha の内１．８２ha が遊休農地になっています。その割合が１．１６％

です。 

平成３０年度の目標としましては０．６ha 解消を目標に上げています。農地の利用状況等

活動計画については転作確認と一緒に行いたいと思います。 

 

１２ページにいきまして、認定農業者等の担い手の育成及びすけれども、農家数２４９の

内の主業農家が３２、法人は０法人となっています。うち認定農業者は～～人。 

平成３０年度の目標としては認定農業者を１人増やせたらいいかなという目標を設定させ

ていただいています。 

 

１３ページが担い手に関することになりますが、Ⅲ番の「新たな農業経営を営もうとする

も参入促進」について、平成２９年度新規参入者数は１経営体が加わりました。（重軒さん） 

 

農地の利用集積になります。 

１５７ha の内これまでの集積面積は３２．８１ha で集積率は２０．０％となっています。 

今年の目標としては１ha 集積目標としてあげさせていただいています。 

 

最後に、違反転用の対応になりますが、ここは違反転用の面積は０で上げさせていただい

ています。 

以上で説明を終わらせていただきます。それではよろしくお願いします。 

 

会長 

内容について何か意見はありますか？ 

 

委員 

７ページの現状維持の課題で農家数２４９になってますが、１１ページで農林業センサ

スの農家数が１１１なんですが、この違いはなんですか。５８個かな。大きすぎるかな。 

 

事務局 

すみません。こちらの数字設定ですが違うので、再度確認してからさせてもらいます。 

 

委員 

その下の耕地面積も１４７にならんといけんのんかなって思うんじゃけど。 

 

委員 

訂正は無かったわな。 

 

委員 

田と田の面積が変わってくるし。 

 



委員 

統計の部分かな、センサスは。 

 

事務局 

統計の分です。 

 

委員 

２４９は前から言よった数字じゃわ。 

 

事務局 

面積の１０７ヘクタールも前からなんです。ただ転作の時に配る農家数ですね。転作台

帳で配る枚数があるので、これがこれぐらいの枚数です。 

 

委員 

これが２４９か。 

 

事務局 

だいたいそうなります。 

 

委員 

１９１いうのが今までに無い数字じゃわ、今まで２４９ばっかりで、僕の頭の中にはい

っとるのは。 

 

委員 

農業やってない人とか全部預けて居る人とか、減ってきているんかな。 

 

事務局 

センサスは減りますんで、ちょっとその辺を確認いたしますので。 

 

会長 

とりあえずそういうことで。 

 

委員 

大きいでな。 

 

委員 

たぶん農地転用したりの関係で。 

 

事務局 

センサスも聴き取りがベースになっているので、面積を聞き取り数値によっては変わる

可能世はありますので。センサスの数字が必ず正しいとは限らないですけどね。１５７っ

て言うのはこちらが持って居る農地台帳から引っ張りだしたものなので、実質の面積はた

ぶん１５７だと思います。ちょっと確認させて頂きます。 

 

会長 

他で気がついたこととかありますか。 



 

委員 

集積面積はでてきた分を計算したやつか。 

 

事務局 

そうです。認定農業者の方の利用権設定の。 

 

委員 

集積か。 

 

事務局 

はい。 

 

委員 

村外の人も入ってるの。 

 

事務局 

村外は入ってないです。ただ、売買とかで買われたりしたら、利用権設定から外れます

ので、その分は利用権設定から集積というい形です。 

 

委員 

あと年齢的な事とか後継者問題とかを調べて行く必要があるんじゃないかなと思ってま

す。人数的なことだけで無く、そこら辺のことも検討していかんといけんのんじゃないか

なと思います。ここの後見してくれとる人の中に後継者が何人いるかなっていう話しにな

っても、もし数字出てくるようではれば。 

 

委員 

西粟倉で管理機構使って集積してるのはあるんか。 

 

事務局 

管理機構に農地を出されている面積は出ます。ただ受け手がない、出されてるのが、大

茅の大海里、引谷の新田を今の所管理機構に出しているのですが今の所受け手が無い状態

です。 

 

委員 

そういう所はな。 

 

委員 

それで補足いたしますと、誓約がゼロというのは、機構を含めて西粟倉村はどうなって

いるのだと言うことのと農地のほ場も水はけをよくする事業を引谷とか塩谷とかやってい

るんですけど。 

 

事務局 

管理機構を利用するための促進事業と言う事です。 

 

委員 



そんなん初めて聞いた。 

 

事務局 

実績が出てない、それをせっかくしたのに出てないっていうかなり中間管理機構からお

叱りは来てます。 

そうですね。会計事業でやってすんですけど、集積がぜんぜん出来てない。ハードはや

ってるけど集積をやってないよねって、そういった課題も 1 つありますよね。 

大茅と引谷がありますので、手を上げていただければ、すぐにかりられるようになって

ますので。 

 

委員 

情報はながしよん。 

 

事務局 

そうですね、一応やりませんかと去年、山本の方が担い手のかたにお電話させてもらっ

て。 

 

委員 

西粟倉は登録無しですか。受ける方。 

 

事務局 

一応認定農業者は登録させていただきてます。手を上げて頂ければ登録します。 

 

委員 

青木昇太郎さんの田んぼ。日当たりええで。 

 

委員 

この契約は県に報告するんか。 

 

事務局 

農政局です。これだけの様式が定められて農業会議の方が公表しなさいって事で、西粟

倉村のホームページに３年間は公開しなさいよと言う事義務付けられてます。計画をたて

て昨年度の実績に対しての評価と言う事です。この件でいわれるのがこの集積率です。農

業委員活動で遊休農地がどれくらいかとか違反転用がないかとかです。 

 

委員 

正直、良い場所はみなさん手出すし、悪い所は絶対に手ださんもんなー。僕ら猪之部で

もそこつて言うのに、機械が入らんとこがあるけん田んぼが大きい小さい関係無く、機械

が入らん条件がめちゃめちゃ悪いんよなー。田んぼ 69 枚集めたけど、もう無理。それ以上

集めても。水見るだけ半日かかる。半日じゃ仕事出来んでな。そんな感じになって仕事に

ならん。集積出来ない。 

 

委員 

一日 40 キロ走る。朝晩走って。 

 

委員 



朝 4 時から走り回っても半日じゃわ。 

 

委員 

ほーそうじゃわなー。あっという間にメーターが上がる。ガソリン代もばかにならんな。 

 

委員 

そりゃー、青野から引谷越しは燃料いるぞ。 

 

委員 

これから先田んぼをなんとか守っていかんといけんのんで。いい知恵をだしてもらって、

ベトナムの方から人を呼んでとか話ししよるようだし。 

 

会長 

別に無いようですね。そしたら萩原さんの方から 

 

会長代理 

それでは、田植えの疲れが残って居る中でお疲れ様でした。田んぼの方を見てみますと

草が生えてましてこれから！ヒエとか雑草とかにいろんな力がかかると思うんじゃないか

と思います。大変の中ご苦労さまでした。 


